
１  適用範囲

    この仕様書は、自衛隊小舟渡通信所が排出する事業系一般廃棄物（可燃物・不燃物・

　生ごみ※）の収集運搬・処分役務について適用する。

２  役務の概要

　　自衛隊小舟渡通信所が排出する事業系一般廃棄物（可燃物・不燃物・生ごみ）を、

  指定する収集運搬日に小舟渡通信所廃棄物集積場所から収集し、処分場たる運搬先に

３  収集運搬・処分に関する資格

　　請負業者は、処分場への搬入に必要な新発田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業

　許可証」を有していること。当該許可書等の写しを提出すること。

４  一般廃棄物の種類、排出予定数量及び収集予定回数

５　収集場所

　　自衛隊小舟渡通信所　廃棄物集積場所

６　収集日時

（１）可燃物・生ごみ

（２）不燃物

（３）収集時間

（４）年間予定

仕    様    書

件  名
事業系一般廃棄物
収集運搬・処分役務

仕様書番号 第１０号

作成年月日 令和６年３月６日

作成部隊名 小舟渡通信所

　　※「生ごみ」とは、食堂で発生する「食べ残し」（水分含有率２０％程度）及び調理に

　　　使用した野菜等の「屑」をいう。

　搬入、処分する。

事業系一般廃棄物の種類 排出予定数量 収集予定回数

可燃物 約６,０００kg １５７回

不燃物 約２,４００kg 　５２回

　　　各日０８３０～１１００の間

　　　別表「令和６年度事業系一般廃棄物収集作業予定表」

生ごみ 約４,８００kg １５７回

※処分単位は１０kg毎を１回とする。

　　　月・水・金（週３回。だだし、祝・祭日を除く）

　　　金（週１回。だだし、祝・祭日を除く）



７　運搬先

（１）可燃物・生ごみ

　　　新発田広域クリーンセンター

　　　住所：新潟県新発田市藤掛６２５－１

　　　電話：０２５４－２４－６２１７

（２）不燃物

　　　新発田広域不燃物処理場

　　　住所：新潟県胎内市中村浜８６４－２７

　　　電話：０２５４－４５－２３７０

８　その他

（１）収集運搬・処分にあたり、産業廃棄物処理に関する法令を遵守すること。

（２）収集運搬車両は、計測器搭載の車両とし、回収量について官側の確認を受けること。

（３）作業に必要な器材及び器具等は、請負者の負担とする。

（４）収集作業終了時に集積場周辺の整理整頓及び清掃を実施すること。

（５）危険負担（収集運搬・処分中の事故等）については、請負者の責任とする。

（６）作業にあたり、官側の施設又は工作物等を破損した場合は、現状復帰すること。

（７）その他、不明な点は官側と調整し必要な指示を受けること。



【第１四半期】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

予定 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 14

実施

予定 〇 〇 〇 〇 〇 5

実施

予定 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 14

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

実施

5

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

令和６年度事業系一般廃棄物収集作業予定表

4

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

6

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

別 表



【第２四半期】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 〇 5

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

7

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

9

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

8

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ



【第３四半期】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 〇 5

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

11

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

10

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

12

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ



【第４四半期】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

予定 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

実施

予定 〇 〇 〇 〇 〇 5

実施

予定 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

実施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

予定 〇 〇 〇 〇 4

実施

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

実施

1

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

3

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

2

日
計

曜

可燃物
月

不燃物

生ごみ

（回）

区　　分
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

合計
４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月

可燃物 13 14 12 14 13 13

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

5 4 5 4 4 52

157

不燃物 4 5 4 4 5 4 4

13 13 13 14 12 13

13 15713 13 13 13 14 12生ごみ 13 14 12 14 13



仕様書番号：第  １８  号 

作成年月日：令和６年３月５日 
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仕 様 書 

 

１ 役務件名：産業廃棄物処分役務 

 

２ 役務場所：新潟県新発田市大手町６－４－１６ 陸上自衛隊新発田駐屯地 

       新潟県阿賀野市大室字大日     陸上自衛隊新発田駐屯地大日原演習場 

 

３ 役務概要：産業廃棄物運搬及び処分 一式 

 

４ 納  期：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

５ 一般事項 

(1) 本役務は本仕様書及び関係諸規則によるものとする。 

(2) 本仕様書に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。 

 

６ 特記事項 

(1)  本役務で搬出を行う産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理

するものとし、処理の結果は契約納期内に産業廃棄物管理票等（マニフェスト E 票）にて提

出するものとする。 

(2)  本役務で処分する産業廃棄物は混合物として予定数量は下記のとおりとする。 

 ア 木くず  予定数量３０００ｋｇ 

 イ 廃プラスチック 予定数量２３００ｋｇ 

 ウ 石膏ボード 予定数量６００ｋｇ 

 エ ガラス陶磁器くず 予定数量１０００ｋｇ 

 (3)  収集運搬については、ロールコンテナ（１０㎥）またはコンテナ（２．２㎥）を指定する場

所へ設置し、官側からの連絡により収集運搬するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

件  名 産業廃棄物処分役務 図面番号 １／１ 

種  別 仕 様 書 縮  尺  

作成部隊 陸上自衛隊新発田駐屯地業務隊管理科 


